
114バンキングアプリ基本利用規定 

 

114 バンキングアプリ基本利用規定（以下、「利用規定」という）は「114 バンキングアプ

リ」（以下、「本アプリ」という）のご利用全般にかかる基本事項を定めたものです。本ア

プリのご利用にあたって、お客さまは利用規定について同意するものとします。 

 

第 1条 114バンキングアプリとは 

本アプリは、お客さまのスマートフォン（インターネットへの接続およびインターネット

の閲覧が可能な高機能携帯端末をいう。以下同じ）等にダウンロードされたアプリケーシ

ョンを通じて、当行が提供する各種銀行取引等の機能を個人のお客さまが利用できるサー

ビスです。 

 

第 2条 利用方法 

1. 本アプリをご利用の際には、各アプリケーションマーケットにアクセスし、本アプリ

をダウンロードしてください。 

2. 本アプリのご利用環境は、当行ホームページに記載した所定の条件を満たすスマート

フォン（以下、「所定端末」という）に限ります。所定端末以外をご利用になられた場

合には、本アプリの動作に関わる不具合（表示情報の誤謬や逸脱、取引依頼の不能等）、

スマートフォンに与える影響およびお客さまが本サービスを正常に利用できないこと

により被る不利益、その他一切の不利益について、当行は一切その責任を負いません。 

3. 所定端末でのご利用の場合でも、端末の状態等によっては、本アプリが正常に動作せ

ず、ご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。不正に改造されたスマ

ートフォン等をご利用になられた場合にも、お客さまに発生した損害について、当行

は一切その責任を負いません。所定端末の条件は、当行ホームページに掲載します。 

4. 本アプリと類似の第三者が作成したアプリには十分ご注意ください。 

 

第 3条 利用条件 

1. 本アプリは当行本支店に普通預金口座（総合口座普通預金を含みます。以下、特に断

りのない場合は同様とします。）を開設済みで、その普通預金口座のキャッシュカード

をお持ちの個人のお客さまがご利用になれます。 

なお、本アプリご登録後、口座を解約された場合は、以降、当該口座でのアプリのご

利用はできなくなります。 

2. 本アプリでは、おひとり様につき当行の普通預金 1口座のみ登録することが可能です。 

3. 本アプリで登録できる普通預金口座（以下、「セットアップ口座」）は、お客さまが当



行本支店にお持ちの口座かつご本人名義のキャッシュカードを発行済みの口座に限り

ます。ただし、競輪専用口座など一部の口座は登録できません。 

4. 本アプリのご利用は口座名義人ご本人に限ります。未成年のお客さまは、ご本人名義

の口座を登録することができますが、一部ご利用になれない取引があります。 

5. セットアップ口座を変更する場合は、本アプリ内で口座連携解除が必要になります。 

6. 以下のお客さまは本アプリの利用が出来ません。 

 法人名義口座、各種団体口座、屋号付き名義の口座のお客さま 

 利用目的が事業性決済のお客さま 

 利用規定、ならびに当行が定める「個人情報等の利用目的説明書」に同意いただ

けないお客さま 

 当行からの郵便、電話、電子メール等による通知・案内の受取りを一切拒否され

ているお客さま 

 成年後見制度を利用しているお客さま 

 非居住者のお客さま 

 当行が求める本人確認や、法令に定める各種確認に応じていただけないお客さま。

また、本アプリのご利用が不適切と当行が判断したお客さま 

 当行側の判断で、ご利用が不適切と判断した場合 

その他、お客さまおよび口座の状況によってご利用いただけない場合もございます。 

7. お客さまの携帯端末機器の電波状況等により、最新の情報が表示されない場合がござ

いますのでご注意ください。 

 

第 4条 利用時間 

本アプリは、24 時間ご利用になれます。ただし、定期システムメンテナンスによる休止時

間（毎月第二、第三土曜日の 21：00～翌朝 7：00、および 1 月 1 日の 21：00～翌朝 7：00）

は、本アプリのご利用はできません。このほか、臨時のシステムメンテナンス等により、

本アプリの全部または一部のサービスがご利用になれない場合があります。なお、利用時

間は当行システムが保持する時刻を基準とします。  

 

 

第 5条 利用料、通信料の負担 

1. 本アプリの利用料は無料です。なお、当行が本アプリを通じて提供するサービスには、

所定の手数料がかかる取引があります。 

2. 本アプリのインストールおよびご利用にかかる通信料は、お客さまのご負担となりま

す（本アプリのバージョンアップや本アプリが正常に動作しないことによる再設定な

どで追加的に発生する通信料を含みます）。 

 



第 6条 電子メールアドレス 

1. 本アプリをご利用いただくにあたり、お客さまに電子メールアドレスを登録いただき

ます。この場合、お客さまは必ずご本人がご使用の、日常的に連絡可能な電子メール

アドレスを届け出るものとします。 

2. 電子メールアドレスの変更は本アプリの画面上で受付します。 

3. 当行は、次の各号に定めるお客さまへの通知・連絡について、お客さまの届け出る電

子メールアドレスあての電子メール送信により行うことがあります。本項第１号およ

び第２号に定める電子メールの受取拒否はできません。なお、電子メールによる通知

は当行の判断により独自に行うものであり、当行が通知義務を負うものではありませ

ん。 

① 当行がお客さまから所定の取引の依頼を受付けたときの通知および当行が受付け

た取引の処理を行えない場合などにおける連絡 

② 本アプリのサービス内容変更やサービス休止などに関する重要なお知らせ 

③ 当行の商品・サービス・各種情報などのご案内 

④ 当行が提携先・委託先から受託したお知らせやクーポン情報等 

⑤ その他当行が電子メールによる通知・連絡が必要と判断した場合 

4. お客さまの登録Ｅメールアドレスあてに、当行が電子メール通知を送信したうえは、

通信障害その他理由により未着、延着または不到着（受領拒否を含みます）となって

も、電子メール通知は通常到着すべき時に到着したものとみなし、電子メール通知の

未着等によってお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。  

 

 

第 7条 情報利用について 

1. 本アプリではお客さまに対し、本アプリ内の画面およびプッシュ通知機能を利用して

以下の情報等を提供できるものとします。配信不要な場合は、お客さまが本アプリ内

から通知不要の設定を行うものとします。 

① 当行があらかじめ設定した各種ご案内 

② キャンペーン情報、各種情報・広告 

③ 当行および提携先のクーポン情報等 

④ その他、当行が必要と判断したご連絡事項 

2. 本アプリでは、店舗検索などアプリ内の各種機能やマーケティング等のサービス提供

のため、お客さまがアプリ内で入力した情報やお客さまの現在地に関する情報を収集

して使用することがあります。また、当行が選定した第三者が提供するツールを利用

する場合、位置情報およびその履歴が当該ツールにも送信、保持されることがありま

す。なお、現在地の判定は、お客さまのスマートフォン等で設定されている位置情報

サービスをもとに行います。位置情報の利用を許可しない場合は、お客さまがスマー



トフォン等の設定にて変更するものとします。 

 

第 8条 本人確認 

1. 本アプリの初期設定時には、お客さまの口座番号や銀行にお届けいただいている情報

をもとに本人認証を行います。初期設定時に認証情報の入力を一定回数誤ると、本ア

プリのご利用ができなくなります。また各種法令に定める確認事項にご回答いただけ

ない場合は、当行が本アプリのご利用を停止することがあります。 

2. パスコード 

① 本アプリで利用するパスコードとは、お客さまが任意で設定することができるア

プリを利用するためのパスワードです。初期設定時のほか、本アプリ内の設定メ

ニューからいつでも設定・変更ができます。生年月日や電話番号、同一の数字な

ど、第三者に推測されやすい番号は避けてください。 

② 生体認証機能（スマートフォン等に登録されている指紋や顔を利用する認証方式）

を利用することでパスコードの入力を省略することができます。ご利用のスマー

トフォン等の機種によって、生体認証機能を使用できない場合があります。 

③ 生体認証機能で利用するお客さまの指紋・顔データは、お客さまのスマートフォ

ン等に保存され、当行では保管いたしません。 

④ パスコードの入力を一定回数誤ると、本アプリはセットアップ口座の再設定と所

定の本人確認が必要となります。 

3. セキュリティパスワード 

① 本アプリで当行所定の取引サービスをご利用の際には、セキュリティパスワード

により本人認証を行います。 

② セキュリティパスワードを設定する際は、銀行へお届けの電話番号を使った認証

等、複数の方法での本人確認を行います。 

③ セキュリティパスワードを変更する際は、本アプリの設定メニューからセキュリ

ティパスワードを初期化のうえ、再設定を行うものとします。 

④ セキュリティパスワードは、第三者に推測されやすい文言・数字、他の機器やサ

ービスで使い回しているパスワード等を避け、十分な強度のパスワードを設定し

てください。 

⑤ セキュリティパスワードの入力を一定回数誤ると、一部のサービスを利用できな

くなります。 

4. 取引の有効性 

当行が所定の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合、不正使用その他の事

故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱います。 

5. 各種パスワード等の管理 

本アプリでの本人認証に使用する各種パスワード等は、お客さま自身の責任において



厳重に管理するものとします。各種パスワード等は、第三者（当行職員を含む）には

絶対に開示しないでください。当行職員であっても、各種パスワード等をお客さまに

お尋ねすることはありません。 

6. スマートフォン等の管理 

① 第三者が本アプリをインストールしたスマートフォン等を用いて不正に本サービ

スを利用しないよう、ご利用のスマートフォン等はお客さま自身の責任において

厳重に管理するものとします。万が一、本アプリをダウンロードしたスマートフ

ォンの紛失や盗難、および不正利用が発生した場合には、すみやかに当行にご連

絡いただき、また、携帯電話会社にも連絡のうえ回線停止等の手続きを行ってく

ださい。 

② ご利用のスマートフォン等がコンピューターウイルスや不正プログラムに感染し

ないよう、お客さま自身の責任においてセキュリティ対策を行うものとします。 

③ スマートフォン等の機種変更や処分に際しては、必ず事前に本アプリを削除して

ください。 

 

第 9条 取引の依頼 

1. 取引の依頼方法 

本アプリによる取引の依頼は、第 8 条第 1 項に従った本人確認が終了後、お客さまが

本アプリ画面上の所定の操作により取引に必要な事項を当行に伝達することで行うも

のとします。 

2. 依頼内容の確定 

当行はお客さまから受付けた取引依頼の内容を本アプリ画面上に表示し、お客さまは

これを確認するものとします。お客さまが所定の画面操作を完了しなかった場合は、

取引依頼は成立しません。 

3. 支払の実施等 

① 当行は本アプリで受付けた取引依頼にもとづき、お客さまのセットアップ口座か

ら資金を引落とし、取引を実行します。資金を引落とすタイミングは取引を受付

けた時間帯によって異なり、即時に行う場合と、当行所定の日時以降に行う場合

とがあります。 

② 当該取引において資金の引落しが成立しなかった場合（残高不足、当該口座の解

約、ご融資の延滞、当該口座が差押・仮差押・転付命令の対象になっており当行

がその事実を認知したとき、入金口座番号相違や入金口座解約済等相応の理由で

入金できないとき、お客さまからの申出による通帳・印鑑の紛失を含む支払停止

が設定されているとき、郵便戻り等でお客さまと連絡が取れないことがあったと

き、本アプリが利用規定に反して利用されたときなどを含みます）には、当該取

引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、当行所定の引落時間より後に、



支払が可能になった場合でも、当行は当該取引の手続はいたしません。 

 

第 10条 残高照会・入出金明細照会 

1. お客さまが登録した普通預金口座の残高と入出金明細および出金予定明細を閲覧でき

るサービスです。 

2. 入出金明細は、初回登録日の前月 1 日からとし、本アプリを継続してご利用いただい

た場合、過去 120 か月の入出金明細を閲覧できます。 

3. 出金予定明細は公共料金やクレジットカード、ローン等の出金予定が閲覧できます。

なお、全ての出金予定取引が閲覧できるものではありませんのでご注意ください。 

4. 入出金明細および出金予定明細を閲覧できる口座は、セットアップ口座に限ります。 

5. 普通預金以外の口座について、残高等の情報を閲覧できます。閲覧可能な口座は、セ

ットアップ口座と同一店の定期預金・自動つみたて定期預金および外貨預金とし、当

行所定の口座数を上限とします。 

6. 本アプリに保存された入出金明細および出金予定明細について、該当するお取引が何

らかの理由により訂正・取り消しされた場合であっても、本アプリに一度保存された

該当のお取引の明細の訂正・取り消しは、本アプリでは反映されませんのでご注意く

ださい。 

7. 当行が提供する口座情報の内容は、照会時の取引処理状況等により、最新の内容が反

映されていない場合があります。また、提供する口座情報は、お客さまの口座情報を

証明するものではありません。  

 

 

第 11条 メモ機能 

1. 本アプリで表示するセットアップ口座の入出金明細について、明細ごとにお客さまが

50 文字以内で自由にメモを入力することができます。メモ登録は繰り返しご利用にな

れます。 

2. 本アプリのメモ情報は、本アプリでのみの閲覧できます。他サービスの入出金明細へ

は反映されません。 

3. 機種変更時は、機種変更後の携帯端末機器に本アプリをインストールのうえ、あらた

めてご登録いただいていた口座を初期利用登録いただくことで、メモ情報等を引き継

ぎ、継続してご利用いただけます。 

 

第 12条 振込取引 

1. 振込取引 

① 本アプリでは、セットアップ口座を支払指定口座とし、当行または他の金融機関

の国内本支店口座を入金指定口座とする振込を取扱います。「入金指定口座」はア



プリ上でお客さまが都度指定するほか、過去の振込履歴からの指定・登録が可能

です。 

② 振込の受付にあたっては、当行ホームページに掲載する所定の振込手数料および

消費税をいただきます。 

③ 資金移動を伴わない振込先の口座確認を当行が定める回数を連続して行った場合

は、振込先の口座確認を停止します。 

2. 振込指定日 

① お客さまは本アプリで振込の取引実施日（以下、振込指定日といいます）を指定

可能です。 

② 振込指定日は、受付日当日または受付日の翌営業日以降の当行所定の営業日の中

からお客さまが指定できます。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の

時限を過ぎている場合、受付日当日を振込指定日として指定することはできませ

ん。 

③ 当行は、振込指定日にセットアップ口座から振込資金を引落し、入金指定口座あ

てに振込通知の発信処理（振替の場合は入金処理）を行います。なお、取引実施

日の当行所定の振込資金引落時点で、残高不足などにより引落ができない場合に

は、当該取引の依頼はなかったものとして取扱うこととし、当行所定の引落時点

より後に、支払が可能になった場合でも、当行は当該取引の手続はいたしません。 

3. 振込依頼の訂正・組戻し 

① 利用規定第 9 条第 2 項に従い振込取引の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変

更すること（以下「訂正」といいます）、または依頼を取りやめること（以下「組

戻し」といいます）はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて組

戻しの依頼を受付ける場合には、店頭にて書面により受付けます。この場合、第 1

項第 2 号の振込手数料および消費税は返却しません。なお、組戻しについては、

当行ホームページに掲載する所定の組戻手数料および消費税をいただきます。 

② 組戻しにより振込先口座のある金融機関（以下「振込先金融機関」といいます。）

から振込資金が返却された場合には、当該資金をセットアップ口座に入金します。 

③ 前号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合等に

は、組戻しができないことがあります。この場合は、お客さまの責任において受

取人との間で協議するものとします。 

④ 振込先金融機関において振込先口座なし等の事由により入金ができない場合は、

当行はお客さまからの組戻し依頼を受付けることなく資金を組戻し、当該資金を

セットアップ口座に入金します。この場合、振込手数料および消費税は返却しな

いものとします。なお、これによって生じた損害について、当行は責任を負いま

せん。 

4. 1 日あたりの振込限度額 



① 本アプリにおける 1 日（基準は「午前 0 時」とします）あたりの振込取引の上限

金額（以下「1 日あたりの振込限度額」といいます）は第 18 条 税金・各種料金の

払込みと合算し初回セットアップ時は一律 50 万円とします。 

② 当行は 1 日あたりの振込限度額を、お客さまに事前に通知することなく変更する

場合があります。 

③ 1 日あたりの振込限度額を超えた取引依頼について、当行は取引を実行する義務を

負いません。 

④ 1 日あたりの振込限度額は 0 円から 200 万円の範囲で変更可能です。また振込限

度額の変更は即時に反映されます。 

 

第 13条 振込先登録口座 

1. お客さまが本アプリで振込取引を行った際に、入金指定口座の情報を登録振込先とし

て本アプリ内に保存しておくことができます。登録振込先は、セットアップ口座を除

く当行または他の金融機関の国内本支店口座で、普通預金口座、当座預金口座、貯蓄

預金に限ります。なお、外貨預金口座の登録はできません。 

2. 登録振込先は 40 口座まで登録可能です。追加・削除は、本アプリでの操作によっての

み可能です。 

 

第 14条 各種取引に伴う資金および諸費用の引落方法 

各種取引に伴う資金および諸費用については、当行の各種預金約定・規定、各種当座貸越

約定等にかかわらず、通帳・各種払戻請求書・キャッシュカード等の提出なしに、セット

アップ口座から当行所定の方法により自動的に引落します。 

また、諸手数料については、提供するサービス等の変更に伴い、新設・変更する場合があ

ります。新設・変更する際は、その都度、当行ホームページ等、当行所定の方法により告

知します。 

 

第 15条 定期預金取引 

1. 口座開設 

お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に定期預金口座を開設するこ

とが可能です。本アプリにより開設する定期預金口座の取扱については、次の事項を

除き、各定期預金規定ほか本アプリで定めた当行所定の条件、各種預金規定等に従う

ものとします。 

① 本アプリで開設する定期預金口座については、通帳、証書、取引照合表は発行い

たしません。本アプリで開設した口座の取引明細の確認は、原則として本アプリ

にて行うものとし、口座開設後も通帳等の発行はできません。 

② 本アプリで開設する定期預金口座については、総合口座取引の対象外となります。 



③ 本アプリで開設する定期預金口座の取引は、原則として本アプリにより行うこと

とします。ただし、本アプリ等で実施できない取引や、スマートフォン紛失時の

取引等、当行が認める場合については、所定の本人確認を行ったうえで店頭での

取引を受付けます。 

2. 定期預金取引 

お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に開設済の定期預金口座につ

いて、次のとおり預入・支払（満期日を経過した定期預金明細の支払を含みます）の

依頼を行うことができます。ただし、取扱可能な定期預金は当行所定の商品に限りま

す。 

① 定期預金の預入は、本アプリで定めた当行所定の預入条件のほか、定めのない事

項については各定期預金規定に従って受付けます。預入時は、セットアップ口座

の支払可能残高の範囲内でお客さまが希望する金額を引落し、定期預金口座へ入

金します。 

② 定期預金の支払は、本アプリで定めた当行所定の支払条件のほか、定めのない事

項については各定期預金規定に従って受付けます。定期預金の複数明細の一括支

払は可能ですが一部解約はできません。 

③ 第 2号に定める支払の元金と利息は、セットアップ口座へ入金することとします。 

④ 支払する定期預金が総合口座定期預金で、支払により減額される貸越極度額が貸

越利用残高を下回る場合は解約できません。また、総合口座普通預金に当該総合

口座定期預金を担保にした貸越利用残高および貸越利息があり、定期預金の解約

により定期預金口座残高が 0 円になる場合には、総合口座普通預金から総合口座

の貸越利息をいただくことがあります。貸越利息の引落しが出来ない場合は解約

できません。 

⑤ 本アプリでの定期預金支払では、お利息計算書は発行されません。 

3. 取引実施日 

本アプリにおける定期預金口座開設・預入・支払の取引実施日は、原則として受付日

当日とします。ただし、取引依頼を受付けた時点で当行所定の時限を過ぎている場合

は、当日または翌営業日を取引実施日として取扱います。 

4. 変更・取消 

本アプリで受付けた定期預金の口座開設・預入・支払について、変更・取消はできま

せん。 

5. 適用金利 

適用金利は取引実施日における当行所定の金利とします。ただし、翌営業日に受付日

付で定期預金を預入する場合の適用金利は、受付日における当行所定の金利とします。 

6. 解約等 

本アプリで開設する定期預金口座の解約は、当行店頭での所定の手続きによるものと



します。 

 

第 16条 自動つみたて定期預金取引 

1. 口座開設 

お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に自動つみたて定期預金口座

を開設することが可能です。本アプリにより開設する自動つみたて定期預金口座の取

扱については、次の事項を除き、自動つみたて定期預金規定ほか本アプリで定めた当

行所定の条件、各種預金規定等に従うものとします。 

① 本アプリで開設する自動つみたて定期預金口座については、通帳、証書、取引照

合表は発行いたしません。本アプリで開設した口座の取引明細の確認は、原則と

して本アプリにて行うものとし、口座開設後も通帳等の発行はできません。 

② 本アプリで開設する自動つみたて定期預金口座については、総合口座取引の対象

外となります。 

③ 本アプリで開設する自動つみたて定期預金口座の取引は、原則として本アプリに

より行うこととします。ただし、本アプリ等で実施できない取引や、スマートフ

ォン紛失時の取引等、当行が認める場合については、所定の本人確認を行ったう

えで店頭での取引を受付けます。 

2. 自動つみたて定期預金取引 

お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に開設済の自動つみたて定期

預金口座について、次のとおり預入・支払（満期日を経過した定期預金明細の支払を

含みます）および、自動振替契約（振替日、振替金額）の内容変更および解除の依頼

を行うことができます。ただし、取扱可能な自動つみたて定期預金は当行所定の商品

に限ります。 

① 自動つみたて定期預金の預入は、本アプリで定めた当行所定の預入条件のほか、

定めのない事項については各定期預金規定（自動つみたて定期預金規定を含む）

に従って随時預入を受付けます。預入時は、セットアップ口座の支払可能残高の

範囲内でお客さまが希望する金額を引落し、自動つみたて定期預金口座へ入金し

ます。 

② 本アプリからの自動つみたて定期預金の随時預入は、セットアップ口座から資金

を引落とします。 

③ 自動つみたて定期預金の支払は、本アプリで定めた当行所定の支払条件のほか、

定めのない事項については各定期預金規定（自動つみたて定期預金規定を含む）

に従って明細単位での支払（複数明細の一括支払を含む）を受付けます。 

④ 第 3号に定める支払の元金と利息は、セットアップ口座へ入金することとします。 

⑤ 支払する自動つみたて定期預金が総合口座定期預金で、支払により減額される貸

越極度額が貸越利用残高を下回る場合は解約できません。また、総合口座普通預



金に当該総合口座定期預金を担保にした貸越利用残高および貸越利息があり、定

期預金の解約により定期預金口座残高が 0 円になる場合には、総合口座普通預金

から総合口座の貸越利息をいただくことがあります。貸越利息の引落しが出来な

い場合は解約できません。 

⑥ 本アプリでの自動つみたて定期預金支払では、お利息計算書は発行されません。 

⑦ 払出により積立定期預金口座残高が 0 円になる場合でも、積立自動振替登録は解

除されません。 

⑧ 自動つみたて定期預金の自動振替契約（振替日、振替金額）について、本アプリ

で定めた当行所定の条件に限り、契約内容の変更、契約の解除の依頼を行うこと

ができます。 

3. 取引実施日 

本アプリにおける自動つみたて定期預金口座開設・預入・支払・自動振替契約の変更、

解除の取引実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引依頼を受付けた

時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、当日または翌営業日を取引実施日として

取扱います。 

4. 変更・取消 

本アプリで受付けた自動つみたて定期預金の口座開設・預入・支払について、変更・

取消はできません。 

5. 適用金利 

適用金利は取引実施日における当行所定の金利とします。ただし、翌営業日に受付日

付で自動つみたて定期預金を預入する場合の適用金利は、受付日における当行所定の

金利とします。 

6. 解約等 

本アプリで開設する自動つみたて定期預金口座の解約は、当行店頭での所定の手続き

によるものとします。 

 

第 17条 外貨預金取引 

1. サービス内容 

① お客さまは本アプリにより、次の外貨預金取引の依頼を行うことができます。た

だし、取扱可能な外貨預金は当行所定の外貨預金商品に限ります。また、本アプ

リで取引等が可能な通貨は当行所定の通貨に限ります。なお、異なる外国通貨間

の入出金取引はできません。 

A) 外貨普通預金口座の開設 

B) 外貨普通預金の入出金 

② 18 歳未満のお客さまは本アプリによる外貨預金取引はできません。また、当行は、

お客さまが申出た投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、外貨預金取引の依



頼をお断りすることがあります。 

③ 外貨預金取引の取引実施日は、受付時間帯ごとに以下のとおり取扱います。ただ

し、第 5 項に定める予約扱いにかかる取引条件に合致しない場合は、取引の依頼

はなかったものとして取扱います。 

A) 当日予約受付（通常は銀行営業日の午前 0 時から米ドルは午前 10 時過ぎ、ユ

ーロ、豪ドルは午前 11 時過ぎまで） 

当行営業日の場合、当日の本アプリによる外貨預金取引に適用する当行所定

の公表為替相場（以下「適用為替相場」といいます）の最初の公表時刻（通

常米ドルは午前 10 時過ぎ、ユーロ、豪ドルは午前 11 時過ぎ）前に受付した

取引は、当日を取引実施日とする予約扱いとして受付します。受付した予約

取引は当日の適用為替相場の最初の公表時刻以降に実施します。 

B) 当日受付（通常は銀行営業日の米ドルは午前 10 時過ぎ、ユーロ、豪ドルは午

前 11 時過ぎから午後 3 時まで） 

当行営業日の適用為替相場の最初の公表時刻以降、当日の適用為替相場の適

用終了時刻（通常は午後 3 時）までに受付した取引は、依頼内容が確定した

時点で取引を実施します。 

C) 翌営業日予約受付（通常は銀行営業日の午後 3 時以降および銀行休業日） 

当行営業日の当日の適用為替相場の適用終了時刻以降および当行営業日以外

の日は、翌営業日を取引実施日とする予約扱いとして受付します。受付けた

予約取引は翌営業日の適用為替相場の最初の公表時刻以降に実施します。 

④ 本アプリにおける適用為替相場は、当日予約受付の場合は当日最初の適用為替相

場、当日受付の場合は依頼内容確定時点の適用為替相場、翌営業日予約受付の場

合は翌営業日最初の適用為替相場とします。なお、為替相場動向などから当行所

定の適用為替相場を同日中に見直すことがあります。 

⑤ 適用金利は当行所定の金利とします。なお、通常店頭で公表している金利と異な

る場合があります。 

⑥ 外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の取引ができなくなる場合が

あります。また、為替相場動向などから取引を一時停止する場合があります。 

⑦ 本アプリで行う外貨預金取引について、当行は契約締結時交付書面の交付を省略

します。取引内容はお客さまが本アプリにて確認するものとします。 

2. お客さまの責任等 

外貨預金は「元本割れ」となるリスクがある商品であり、外貨預金の運用による収益

および損失は、お客さま本人に帰属します。お客さまは、外貨預金取引を行う場合、

契約締結前交付書面によりその商品内容について十分理解したうえで、自らの判断に

基づいて取引を依頼することとします。 

3. 外貨預金口座の開設 



お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に外貨普通預金口座を開設す

ることができます。ただし、同一通貨の外貨普通預金口座をすでにお持ちの場合には、

本アプリによる当該通貨の外貨普通預金口座開設はできません。なお、口座開設時に

は資金の預入は行わないこととします。本アプリにより開設する外貨普通預金口座の

取扱については、次の事項を除き、外貨普通預金規定に従うものとします。 

① 本アプリで開設する外貨普通預金口座については、通帳および取引照合表は発行

いたしません。本アプリで開設した口座の取引明細の確認は、本アプリ等にて行

うものとし、口座開設後も通帳等の発行はできません。 

② 本アプリで開設する外貨普通預金口座の取引は、原則として本アプリまたは個人

インターネットバンキング「114 ダイレクト」にて行うこととします。ただし、本

アプリ等で実施できない取引や、スマートフォン紛失時の取引等、当行が認める

場合については、所定の本人確認を行ったうえで店頭での取引を受付けます。 

 

4. 外貨預金の入出金等 

① 外貨預金の入出金 

お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に開設済の外貨普通預金

口座について、次のとおり入出金取引を行うことができます。ただし、入出金取

引ができる外貨普通預金口座は 1 通貨につき 1 口座とし、同一通貨の外貨普通預

金口座を複数お持ちの場合には、最も残高の大きい口座が取引口座となります。 

A) 外貨普通預金の預入は、本アプリで定めた当行所定の預入条件のほか、定め

のない事項については外貨普通預金規定に従って受付けます。預入時は、セ

ットアップ口座の残高の範囲内でお客さまが希望する金額を引落し、外貨普

通預金口座へ入金します。当該取引を実行するとセットアップ口座の残高が 0

円未満となる場合は、支払可能残高が引落金額を上回っていても、取引は行

われません。 

B) 外貨普通預金の支払は、本アプリで定めた当行所定の支払条件のほか、定め

のない事項については外貨普通預金規定に従って受付けます。支払時は、外

貨普通預金口座の残高の範囲内でお客さまが希望する金額を引落し、セット

アップ口座へ入金します。 

C) 1 回あたりの取引金額の上限・下限は当行所定の金額とします。 

D) 本アプリで行った入出金については、計算書（換算相場のご案内）は発行い

たしません。 

② 残高および取引明細の表示 

お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に開設済の外貨普通預金

口座の残高および取引明細を確認することができます。ただし、画面上に表示可

能な取引明細には制限があり、本アプリで開設する外貨普通預金口座または個人



インターネットバンキング「114 ダイレクト」で開設した外貨普通預金口座の場合

は最大 220 日間まで、店頭で開設した通帳式の外貨普通預金口座の場合は最大 40

日間まで（未記帳明細がある場合は未記帳の全明細）となります。 

また、セットアップ口座と同一店に開設済の外貨貯蓄預金口座ならびに外貨定期

預金口座について、1 通貨につき最も残高の大きい口座の残高を確認することがで

きます。 

5. 外貨預金取引の予約扱いおよび取引条件の指定 

① 外貨預金口座とセットアップ口座間の入出金について、第 1 項第 3 号のとおり当

行所定の時間帯（当日受付となる時間帯）以外の取引は予約扱い（当日予約受付・

翌営業日予約受付）となります。円貨額を指定した予約扱いの場合、予約時点の

適用為替相場で換算した外貨額を取引額として、取引実施日の適用為替相場で再

計算した円貨額が引き落としされます。このため、予約時点でお客さまが申し出

た円貨額と取引時の円貨額は異なる金額となります。 

② 予約扱いの取引を受付ける際、受付時点からさかのぼって当行が最後に決定した

適用為替相場（以下「直近の適用為替相場」といいます）を参考値として画面に

表示します。お客さまは予約扱いの取引を依頼する際、直近の適用為替相場と取

引実施日の適用為替相場との変動幅の許容範囲（以下「許容変動幅」といいます）

を、取引を実行する条件として指定することができます。取引実施日の適用為替

相場がお客さまの指定した取引条件に合致した場合には、当行は取引を実施しま

す。ただし、お客さまは許容変動幅を指定しないことも可能です。この場合、当

行は、取引実施日の適用為替相場と直近の適用為替相場の変動幅にかかわらず、

取引実施日の適用為替相場で取引を実施します。なお、取引条件の取扱について

は次のとおりとします。 

A) 円預金から外貨預金への入金の予約扱い時 

取引実施日における適用為替相場が、直近の適用為替相場と比較して、同じ

または円高の場合、あるいは円安への変動幅がお客さまの指定した許容変動

幅以内の場合、当行は取引の依頼が成立したものとします。取引実施日にお

ける適用為替相場が、お客さまが依頼時に指定した許容変動幅より円安の場

合は、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。 

B) 外貨預金から円預金への支払の予約扱い時 

取引実施日における適用為替相場が、直近の適用為替相場と比較して、同じ

または円安の場合、あるいは円高への変動幅がお客さまの指定した許容変動

幅以内の場合、当行は取引の依頼が成立したものとします。取引実施日にお

ける適用為替相場が、お客さまが依頼時に指定した許容変動幅よりも円高の

場合は、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。 

C) 支払指定口座からの支払が本アプリによるものに限らず複数ある場合で、そ



の払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、

そのいずれを支払うかは当行の任意とします。 

D) 予約扱いの取引が取引不能となった場合、当行はお客さまの登録電子メール

アドレスあてに取引不能の旨の電子メールを送信します。この電子メールの

送信をもって、取引依頼はなかったものとして取扱います。 

6. 変更・取消 

本アプリで受付けた外貨普通預金取引について、取引依頼が確定した後の変更・取消

はできません。 

7. 解約等 

本アプリで開設する外貨普通預金口座の解約は、当行店頭での所定の手続きによるも

のとします。 

 

第 18条 税金・各種料金の払込み 

1. サービス内容 

お客さまは本アプリにより、当行所定の収納機関の税金・手数料・料金等（以下「料

金等」といいます）の払込みを行うことができます（以下「料金等払込み」といいま

す）。ただし、払込資金の引落口座はセットアップ口座に限ります。なお、料金等払込

みは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する「Pay-easy（ペイジー）

収納サービス」を利用しています。 

2. 払込手続 

お客さまは本アプリにおいて、収納機関から通知された「収納機関番号」、「契約者番

号（納付番号）」、「確認番号」およびその他の所定事項を正確に入力して、収納機関に

対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼するものとします。 

3. 払込みの取扱不能 

次のいずれかに該当する場合は、料金等払込みを行うことができません。 

① 申込内容に基づく払込金額に当行所定の手数料を加えた金額が、手続時点におい

てセットアップ口座の支払可能残高を超える場合 

② お客さま者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手

続を行った場合 

③ 差押等やむを得ない事情があり、当行が不適当と認めた場合 

④ 収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合 

⑤ 収納機関から通知された契約者番号（納付番号）、確認番号その他所定事項の入力

を誤った場合 

⑥ その他当行が必要と認めた場合 

4. 取消の取扱 

① 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、お客さまは料金の払込みの申込を撤



回することはできません。なお、収納等に関する照会については、収納機関に直

接問合せてください。 

② 収納機関からの連絡により、料金等払込みが取消される場合があります。 

5. 利用時間 

料金等払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時

間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。 

6. 利用金額の上限 

① 料金等払込みにかかる利用金額の上限は、振込金額と合算して、第 12 条第 4 項に

規定する上限金額の範囲内とします。 

② 利用金額の上限は当行の都合により適宜変更できるものとします。 

7. 領収書の取扱 

当行は、料金等払込みにかかる領収書（領収証書）を発行しません。収納機関の納付

情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照

会については、収納機関に直接問合せてください。 

8. 料金等払込みのサービス利用停止 

料金等払込みの利用において、収納機関から通知された所定事項の入力について、当

行または収納機関の所定の回数を超えた場合、当行または収納機関により料金等払込

みの利用を停止いたします。料金等払込みを再び利用するには、当行または収納機関

所定の手続を行ってください。 

9. 料金等払込みにかかる手数料 

料金等払込みの利用にあたっては、当行所定の手数料および手数料にかかる消費税を

いただくことがあります。 

 

第 19条 キャッシュカード機能の利用設定 

1. サービス内容 

お客さまは本アプリによりセットアップ口座のキャッシュカード機能について、利用

停止、再開の登録を行うことができます。キャッシュカードの紛失や盗難時につきま

しては、別途銀行へ届出が必要になります。 

2. 利用・停止の操作 

本アプリで利用停止したキャッシュカード機能は、本アプリでのみ再開可能です。利

用と停止に伴う取扱いの回数制限はありません。本アプリを利用してキャッシュカー

ド機能の再開ができない場合は当行所定のお手続が必要になります。 

3. 利用停止に伴う対象取引 

キャッシュカード機能を利用停止した状態では、ATM（連携機関含む）および J-Debit

サービス、当該キャッシュカードの暗証番号を使用した認証取引サービス等のご利用

はできません。 



4. 取扱時間 

受付可能時間は 114バンキングアプリ利用規定の第 4条 利用時間に定める時間となり

ます。 

 

第 20条 公共料金預金口座振替の申込 

1. 内容 

お客さまは本アプリにより、セットアップ口座を自動引落口座とした公共料金の支払

に関する預金口座振替契約の申込をすることができます。ただし、申込可能な収納企

業は当行所定の収納企業に限ります。 

2. 口座振替規定 

前項による預金口座振替については、当行所定の「口座振替規定」を適用します。 

3. 収納企業への届出 

本アプリによる預金口座振替契約の届出は、原則として当行がお客さまに代わり届出

ます。 

4. 口座振替の開始時期 

預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。

預金口座振替の開始時期について当行は責任を負いません。 

5. 免責 

入力した収納機関名や収納先情報等に誤りがあった場合は、当行はお申出を受付する

ことが出来ません。また、本件の取扱に関して紛議が生じても、当行の責めによる場

合を除き、当行は責任を負いません。 

 

第 21条 カードローン借入・返済・明細照会 

1. 内容 

お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店のカードローンの借入・返済・

明細照会を行うことができます。 

2. 対象 

本アプリに表示されている当行所定のカードローンに限ります。 

3. 取扱時間 

受付可能時間は 114バンキングアプリ利用規定の第 4条 利用時間に定める時間となり

ます。ただし、カードローン返済については、一部利用できない時間があります。 

4. 明細照会期間 

本アプリにより照会できる入出金明細は当行所定の期間とします。 

5. 借入・返済口座等 

本アプリで行うカードローンのお借入およびご返済は、返済用預金口座によらず、セ

ットアップ口座によるものとします。本アプリではお利息の精算はできません。 



 

第 22条 投資信託取引 

1. 内容 

① 当行にて投資信託口座を開設されているお客さまは、本アプリにより、次の取引

依頼を行うことができます。なお、お客さまが投資信託取引において注文できる

投資信託は、当行所定のものに限ります。１回あたりの取引金額の上限・下限に

ついては、当行所定の金額とします。 

A) 投資信託の購入（金額指定方式による購入のみ） 

B) 換金（解約のみ） 

C) 積立投信（定時・定額購入プラン）の新規申込・変更・廃止 

② 利用対象者 

本サービスによる投資信託取引の利用は、日本国内に居住する 18 歳以上のお客さ

まに限ります。 

2. 金銭の受渡清算方法 

① 投資信託の購入 

A) 投資信託の購入にあたっては、投資信託の購入金額を、投資信託指定預金口

座として届出た普通預金口座から引落します。 

B) 本サービスでの投資信託購入取引において、購入代金の引落は、取引実行の

依頼を受付けた時点で行います。 

C) 購入代金引落後の支払口座の残高が０円未満になる場合は、支払可能残高が

引落金額を上回っていても引落は行いません。この場合、取引の依頼はなか

ったものとして取扱います。 

② 投資信託の換金 

投資信託の換金は、原則として受付日当日にお客さまの指定する受益権等の売却

注文により行います。売却代金（手数料および諸費用等を差し引いた残額）は、

各銘柄所定の受渡日に投資信託指定預金口座に入金します。なお、換金依頼時に

お客さまの指定した金額が、処理時点において換金銘柄として指定した商品の預

り残高を超えるときは、その依頼については処理時点の預り残高で処理します。 

③ 積立投信（定時・定額購入プラン）の申込（新規・変更） 

積立投信（定時・定額購入プラン）の申込による定期的な預入れは、投資信託指

定預金口座から自動振替の方法により行うものとします。振替金額、振替指定日、

振替開始月、特定月および特定月購入金額の取引内容は、お客さまから依頼され

た内容のとおりとします。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻

請求書等の提出は不要とします。 

3. お客さまの責任等 

① お客さまは、購入にあたり契約締結前交付書面（目論見書・目論見書補完書面）



により商品内容について十分理解したうえで依頼するものとします。お客さまが

投資信託購入取引、積立投信（定時・定額購入プラン）の新規申込・変更の取引

を行う場合には、当該投資信託の契約締結前交付書面（目論見書・目論見書補完

書面）を遅滞なく交付（届出住所への郵送または「企業内容等の開示に関する内

閣府令」等に定める電磁的方法による）します。また、取引に際しては、各投資

信託約款、規定、契約締結前交付書面（目論見書・目論見書補完書面）等の内容

を十分ご理解頂いた上でお客さま自らの判断と責任において行うと共に、「投資信

託総合取引約款」、「投資信託累積投資約款」、契約締結前交付書面（目論見書・目

論見書補完書面）等を遵守していただくものとします。 

② 投資信託は元本保証がなく、基準価額の変動により資産価値が減少し、損失を受

けることがあります。お客さまはこのような損失を受けるリスクがあることを十

分ご理解頂いた上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失について

は当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 

③ 投資信託の購入等の取引に際しては、お客さまの商品理解や適合性を確認するた

め、お客さまの投資目的や投資経験、資産状況等の情報をご提供いただきます。

当行は、お客さまの投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、投資信託の購入

等の依頼をお断りすることがあります。なお、依頼をお断りする理由については

開示できない場合があります。 

④ 本サービスでの投資信託取引における投資信託の購入および解約等の注文につい

ては、取消および変更は一切受付ません。 

⑤ 当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、翌営業日の取扱となりま

す。 

⑥ 投資信託の購入代金等の支払いについては、第２項①のとおりとし、換金代金、

償還金、収益分配金等の入金については、お客さまが届出た投資信託指定預金口

座に入金するものとします。 

⑦ お客さまが、投資信託購入取引、解約等の注文等の取引を行った後は、当行は法

令等で定められた取引内容を記載した書類をお客さまに交付（届出住所への郵送

または法令等に定める電磁的方法による）いたしますので、直ちに記載内容をご

確認ください。 

⑧ 累積投資取引を申込む場合は、「投資信託総合取引約款」「投資信託累積投資約款」

の取り決めにかかわらず、累積投資取引の申込みの意思表示をしていただき、当

行が承諾することで当該受益権等の累積投資契約が締結されることとし、累積投

資申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。 

⑨ 本利用規定に定めのないものは、「投資信託総合取引約款」、「投資信託受益権振替

決済口座管理約款」、「投資信託定時・定額購入プラン規定」、「投資信託累積投資

約款」、「特定口座約款」および「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関



する約款」ならびに各銘柄毎の目論見書および目論見書補完書面の定めに従うも

のとします。 

 

第 23条 緊急停止 

お客さまが本アプリをインストールしたスマートフォン等の紛失、当行のキャッシュカー

ド・通帳・証書等の紛失・盗難に遭った場合等、第三者に不正にアプリを利用されるおそ

れがある場合には、当行まで連絡いただくと、お客さまのアプリの緊急停止を行います。 

 

第 24条 取引内容の確認 

1. 取引内容の照会 

① 本アプリにより行った取引については、当行は当該取引の明細を記載した受付書

等の書面による交付は行いません。 

② 本アプリにより行った取引履歴は、本アプリのマイページより確認することがで

きます。ただし、お客さまが入力した情報全てを表示するものではありません。 

③ 本アプリにより資金移動取引を行った後は、すみやかに本アプリによる入出金明

細照会等により取引内容を確認することを推奨します。 

2. 通知メール 

① 本アプリにより当行所定の取引を受付した場合、当行は取引を受付けた旨の電子

メール（以下「通知メール」といいます）を、お客さまが登録した電子メールア

ドレスあてに送信します。なお、通知メールの受取拒否はできません。 

② 当行が送信した通知メールについて、通信障害その他の理由による未着、延着、

受信拒否による不到着等の場合も、通常到着すべき時に到着したものとみなし、

通知メールの未着等によってお客さまに生じた損害について、当行は責任を負い

ません。 

③ 取引の記録 

本アプリによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保管する本アプ

リについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 

 

第 25条 海外からの利用 

お客さまは、本アプリを日本国内に限って利用するものとし日本国の外国為替および外国

貿易法、その他の適用される輸出入関連法令および規制、ならびに関係各国の諸法令およ

び規制（米国の輸出入関連法令を含むが、これに限定されない）を遵守するものとします。

海外でご利用された場合、通信環境等により正常に作動しない場合があるため、海外でご

利用の際の不具合や不正利用被害等について、当行は一切の責任を負いません。 

 

 



第 26条 Google Firebase の利用 

本アプリでは、品質改善ならびに安定稼働を目的として、お客さまの本アプリ操作にもと

づく情報（本アプリの起動状況、稼動 OS環境、アプリ障害発生時のログ情報等。個人を特

定する情報は含まれず、個人情報には該当しません）を、Google が提供する「Google 

Analytics for Firebase」および「Firebase Crashlytics」へ送信し、Google の利用規約に

基づいて統計情報として収集／利用します。Google の利用規約については、Google のウェ

ブサイトをご確認ください。 

 

第 27条 権利帰属、禁止事項 

1. 当行は、お客さまが利用規定に同意することを条件として、本アプリをお客さまのス

マートフォンでのみダウンロードして利用することのできる、非独占的かつ譲渡不能

の使用権を無償で許諾するものとします。 

2. お客さまは、本サービスを自身による利用のみの目的で利用するものとし、本サービ

スに基づくお客さまの権利について譲渡、質入れ、販売、再使用許諾、第三者への貸

与等はできません。 

3. お客さまが本アプリの利用にあたり他人の個人情報を登録する等のなりすまし行為や、

虚偽の申告または届出等を行う行為等は禁止します。 

4. 本アプリの著作権等の知的財産権は当行または当行がライセンスを受けている正当な

権利者に帰属します。本アプリをご自身で利用される以外に譲渡等を目的に利用する

ことはできません。また、当行は、お客さまがスマートフォンにダウンロードした本

アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載、複製、転送、改変または

リバースエンジニアリング等を禁止します。 

5. お客さまは本アプリを個人的利用を越えて、営利目的および第三者の権利を侵害する

等の目的のために利用することはできません。 

 

第 28条 免責条項等 

1. 次の各号の事由により本アプリの取扱に遅延、不能等があっても、これによって生じ

た損害については、当行は責任を負いません。 

① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき 

② インターネット、移動体通信網、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路（以

下「インターネット等の通信経路」といいます）やお客さまの端末など、当行に

有効な取引データが到達する前の段階で障害が生じたとき 

③ 当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかか

わらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき 

④ 当行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき 

2. 当行が講じる安全対策等についての了承 



お客さまは、インターネット等の通信経路の特性やリスクについて理解し、当行ホー

ムページ等に記載されている本アプリにおける安全対策、不正利用対策、本人確認手

段等について了承したうえで、本アプリを利用するものとします。 

3. 環境設定の確保 

お客さまが本アプリを利用するスマートフォン等および通信環境については、お客さ

まの責任において確保することとします。当行は、所定端末での本アプリの動作につ

いて保証するものではありません。所定端末が正常に動作しなかったことにより取引

が成立しない、または意図しない取引が成立した場合、それにより生じた損害につい

て当行は責任を負いません。 

4. 通信回線上の事故等 

インターネット等の通信経路上における盗聴や、郵送に伴う事故等、当行の責めによ

らない事由により、第三者（当行職員を除きます）がお客さまの情報やパスワード等

を知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。 

5. 損害賠償 

お客さまが利用規定に違反し、これにより当行または第三者に損害が発生した場合、

お客さまがこれを賠償する責めを負います。 

 

第 29条 不正な取引 

1. 不正な取引による損害にかかる補てん請求 

本アプリでの本人認証に使用する各種パスワード等の盗用による不正な取引（以下「不

正取引」といいます）によるお客さまの金銭被害について、次の各号すべてに該当す

る場合、お客さまは当行に対して不正取引にかかる損害額（手数料・利息を含む）に

相当する金額の補てんを請求することができます。 

① 本アプリでの本人認証に使用する各種パスワード等の盗用または不正取引に気付

いてからすみやかに当行への通知が行われていること。 

② 当行に対し、不正取引による被害の事実を確認できるものを示していること。 

③ 当行の調査に対し、お客さまから十分な説明が行われていること。 

④ 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていること。 

2. 補てんの対象 

前項の請求がなされ、お客さまが無過失であると当行が判断した場合、当行は、当行

への通知が行われた日の 30 日（ただし、当行に通知することができないやむをえない

事情があることをお客さまが証明した場合には、30 日にその事情が継続している日数

を加えた日数とします）前の日以降になされた不正取引にかかる損害額に相当する金

額を補てんするものとします。ただし、当該不正取引について当行が善意無過失であ

り、かつ次のいずれかに該当する場合は、当行は補てんを行いません。 

① 不正取引がお客さまの故意または重大な過失により行われた場合。 



② 不正取引がお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人ま

たは家事使用人によって行われた場合。 

③ お客さまが当行に対し、被害状況等の重要な事項について虚偽の説明を行った場

合。 

④ パスワード等の盗用が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたは

これに付随して行われた場合。 

なお、お客さまが無過失とは認められない場合も、お客さまに故意または重大な過失

がない場合においては、当行は個別判断により不正取引にかかる損害額の一部を補て

んすることがあります。 

3. 当行への通知期限 

前 2 項の規定は、本条第 1 項の当行への補てん請求が、パスワード等が盗取された日

（盗取された日が明らかでないときは、不正取引が最初に行われた日）から 2 年を経

過する日後に行われたときは、適用されないものとします。 

4. 補てんの範囲 

不正取引の支払原資となった預金（以下「対象預金」といいます）について、当行が

お客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本

条第 1 項にもとづく補てん請求に応じることはできません。また、お客さまが、不正

取引を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた額の限

度において同様とします。 

5. 補てんによる権利の移転 

当行が本条第 2 項の規定にもとづき補てんを行った場合は、当該補てんを行った額の

限度において、お客さまの対象預金にかかる権利は消滅します。この場合、当行は当

該補てんを行った額の限度において、当該不正取引を行った者その他の第三者に対し

てお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとしま

す。 

 

第 30条 本アプリの停止、変更、解約等 

1. 当行は、お客さまの承諾またはお客さまへの通知なしに、本アプリ利用の停止・中止、

本アプリのバージョンアップ・内容変更等を行うことがあります。 

2. お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はいつでもお客さまへなん

ら通知することなく本アプリの利用を中止できるものとします。これにより生じた損

害については当行は責任を負いません。 

① 相続の開始があったとき 

② 支払停止または破産、民事再生手続開始、もしくは類似の申し立てがあったとき 

③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

④ 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行におい



てお客さまの所在が不明となったとき 

⑤ 当行が所定の連絡手段によってお客さまへの連絡を試みたものの、一定期間を超

えて連絡不能となったとき 

⑥ お客さまが利用規定もしくは個別規定または当行の各種取引約定等に違反したと

き 

⑦ お客さまが本アプリを不正な目的で利用したと当行が判断したとき 

⑧ 当行が求める本人確認や、法令に定める各種確認に応じていただけないとき 

⑨ その他、前各号に準じ、本アプリ利用の中止を必要とする相当の事由が発生した

とき 

3. 本アプリの利用を中止した場合でも、お客さまが利用中止前に行った予約取引につい

ては、取引指定日に実行され、その取引の取扱については利用規定が適用されます。 

4. 本アプリのセットアップ口座が解約されたときは、本アプリは利用できなくなります。 

 

第 31条 反社会的勢力の排除 

1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しな

い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特

殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」といいま

す）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ

将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 

① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える

目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有

すること 

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい

ると認められる関係を有すること 

2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わな

いことを確約するものとします。 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行

の業務を妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

3. お客さまが、暴力団員等もしくは本条第 1 項・第 2 項の各号いずれかに該当し、また

は本条第 1 項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約



を継続することが不適切である場合には、当行はいつでもお客さまになんら通知する

ことなく、本アプリを強制解約します。 

4. 前項の強制解約によって、お客さまに損害が生じても、当行は一切の責任を負いませ

ん。 

 

第 32条 関係規定の適用・準用 

1. 関係規定の適用 

利用規定に定めのない事項については、各種預金規定、総合口座取引規定など関係す

る規定により取扱います。 

2. 振込規定の準用 

振込取引に関して利用規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。 

3. 関係規定および振込規定については、当行ホームページに掲載します。 

 

第 33条 利用規定の変更等 

1. 取引メニューの追加 

本アプリに今後追加される取引メニューについて、お客さまは新たな申込なしに利用

できるものとします。ただし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りで

はありません。 

2. サービス内容ならびに利用規定の変更等 

① 本アプリのサービス内容ならびに利用規定の各条項その他の条件は、金融情勢の

状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへ

の掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとし

ます。 

② 前号の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

第 34条 準拠法・合意管轄 

利用規定の契約準拠法は日本法とします。利用規定に関する訴訟については､高松地方裁判

所とします。 

 

以 上 

（2024 年 11 月 26 日現在） 

  



口座振替規定 

1. 私が支払うべき諸料金の請求書が貴行に送付されたときは請求書に記載されている金

額を普通預金規定または総合口座取引規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請

求書の提出などいたしませんので、貴行所定の方法で引き落しのうえお支払いくだい。 

2. 指定預金口座の残高が振替日において、請求書の金額に満たないときは私に通知する

ことなく請求書を返却されても異議はありません。 

3. この預金口座振替契約は貴行が必要と認めた場合には、私に通知することなく解除さ

れても異議はありません。 

4. この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出がな

いまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申出

をしない限り銀行は、この契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。 

5. 対象料金徴収者の都合で需要家番号が変更になった場合は、変更後の需要家番号で引

続き取り扱ってください。 

6. この取り扱いについてかりに紛議が生じても、貴行には迷惑をかけません。 

 

以 上 


